
平成 30 年度社会福祉法人桑折町社会福祉協議会事業計画 

－みなさんに寄り添い、共に歩む社協を目指して－ 

 

Ⅰ 事業運営の基本方針 

 1) 法改正による社会貢献と地域課題 

 平成 29 年４月からの社会福祉法の改正に伴い、桑折町社会福祉協議会の定款が改正され、新定款

に基づいて事業実施等を進めており、その中で社会福祉法人の役割として積極的に地域社会に貢献し

ていかなければならないとされております。 

 現在、地域社会においては少子高齢化の進行や人口減少、また核家族や都市化に伴い、家族・地域

のつながりの希薄化や地域の支え合いの脆弱化を背景とする福祉課題への対応が急務となっており、

本町においても子育て支援や若者定住、さらには約３人にひとりが 65歳以上の高齢者である実情に鑑

み、これらの対策が重要課題となっております。 

2) 更なる福祉活動の展開 

 東日本大震災から７年が経過した中において、駅前仮設住宅は取り壊され駅前災害公営住宅、復興

住宅へ浪江町の被災者が 72世帯 138人と桑折町民 11世帯 25人が居住しています。その中には高齢者

世帯も多く、介護保険等の支援を必要となる方もいるため、浪江町の被災者については、浪江町及び

浪江町社協と連携を取り支援していきます。 

 また、福島県が設置していた仮設の浪江町デイサービスセンター（サポートセンター）も、平成 29

年３月を以て廃止され撤去の予定でしたが、県より町が昨年４月に譲与を受け町が設置主体となり、

社協と共同で介護予防・健康寿命の延伸のため、昨年６月から「献上桃の郷桑折いきいきサポートセ

ンターもんも館」として町民と浪江町民との交流の場として有効活用を図ってきております。 

 次に、高齢者世帯や日中一人暮らしの方が増加する中で、助け合いのための居場所づくりが大切で

あり、介護予防、健康づくりのため地域でのサロン活動が有効とされていますので、サロン数の増加、

指導者の育成、実施回数の増加、いきいき百歳体操等の実施を図っていくことが必要であります。 

将来的には、サロン活動の中で支え合い事業が実施できるような取り組みを町と連携し進めていく

方針であります。 

更には、介護保険による生活援助利用の制限や一人暮らしの高齢者が増加しているため、地域支え

合い事業(ゴミ出し、清掃、買物、調理、洗濯等)への対応が求められておりますので、社協としては

町と連携を図り有償ボランティア登録制度の確立を図っていく方針であります。 

本年度の事業運営については、これらの課題に的確に対応するために、これまで取り組んできた地

域の福祉力を高める事業の充実と体制の整備を図り、町民による地域福祉活動や生活支援の強化に努

める必要があります。 

3) 新たなサービス事業の実施に向けて 

本会が実施する介護サービス事業については、ここ近年、利用者数の減少や介護報酬の切り下げによ

り経営が厳しくなってきております。昨年６月に開設した、「やすらぎデイサテライトもんも」のリハ

ビリ特化型・半日デイサービスを充実するとともに定員の増を図り、介護予防とパワーリハビリをセッ

トにし、新しい町民ニーズに対応したサービスを展開していきます。そして、介護保険制度の改正に伴

う要支援者の方への新たなサービス（介護予防・日常生活支援総合事業）が求められてきますので、町

と連携して生きがいデイサービスを発展的に解消し、総合事業の「通所型サービスＡ」(緩和した基準

によるサービス)として町から委託を受け、サービスの提供を図り、利用者の確保と事業の推進に努め

ていきます。更には、職場環境の改善をして人材確保を図っていきます。 

以上の状況を踏まえ、平成 30年度事業運営に当たっては、 



一 支えあい社会構築のため、社協の果たすべき役割の、住民に寄り添った地域福祉事業をさらに  

推進します。 

二 住民ニーズにこたえる効果的かつ効率的な介護事業及び町が進める介護予防・日常生活支援総

合事業の推進に協力していきます。 

三 経営基盤の安定のため、更なる財源の確保に努めるとともに、人材育成体系の整備を進め  

ます。 

四 「やすらぎデイサテライトもんも」の運営の更なる充実を図ります。 

を基本方針とし、世代を越えた支え合いなど、地域全体が連帯する活力ある共生社会の構築に努め、社

協の使命である「誰でもが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」を推進します。 

Ⅱ 事業実施目標 

 １ 理事会･評議員会の開催 

昨年の４月１日からの社会福祉法の改正による定款の改正に伴い、理事７名、監事２名、評議員 10

名の体制で定期的に開催し、町民のニーズに即した地域福祉事業を展開するとともに、介護保険事

業・介護予防事業の健全な運営に、役職員一体となって取り組みます。 

 ２ 組織運営の整備 

  ① 組織運営の検討 

    地域の福祉ニーズに応えられるよう組織及び事業内容の検証や見直しを行い、効果的で効率的な

事業の推進に努めるとともに、組織運営体制の整備に努めます。 

  ② 人材養成体系の整備 

    介護サービス事業の質の向上を図るため、職場環境の整備や職員研修の充実と職員の資質向上を

図り、利用者から安心し、信頼される事業の運営に努めます。 

 ３ 地域福祉事業の実施 

  ① 地域福祉事業の推進 

   1) 地域福祉の推進のため、民生委員等関係機関団体との調整を図り、福祉活動の支援を行います。 

 2) 寝たきり高齢者等の介護者に対する支援を行います。 

 ｱ）家族介護者交流事業の実施（地域包括支援センター） 

 ｲ）激励・支援事業の実施 

 3) 福祉団体等の活動促進のため福祉バスを運行します。 

 ② ボランティア活動の推進 

 1) 住民参加の事業を展開できるように、行政と協力し合い、ボランティアの発掘・育成を図ります。 

   2) 個人及び団体の登録ボランティア相互の連携と連絡調整を図り、ボランティア活動の活性化を図

ります。 

   3) 生活支援・介護予防サービスへのボランティアの育成を図ります。 

   4) ボランティアセンター広報誌「陽だまり」を毎月発行し、ボランティアの募集、ニーズの発掘及

びボランティアについての啓発を図ります。 

   5) 町内小中学校と連携し「サマーショートボランティアスクール」を通じて福祉教育、ボランティ

ア体験を支援します。また、学校授業の中で福祉教育の授業の枠を確保してもらい出前教育を実施

していきます。 

   6) 献上桃の郷桑折いきいきサポートセンター「もんも館」で日曜日に実施する介護予防事業の「元

気シニアクラブ」の運営において、社協職員等が有償ボランティアとしての活動を広く町民に浸透

させていくことで、多くの町民の参加、有償ボランティア制度を確立させて行きます。 

   7) ボランティア活動中の事故に備え、ボランティア活動保険への加入を促進します。 



 ③ 高齢者福祉事業の推進 

   1) 老人クラブ活動の育成支援を行います。 

 2) ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯及び寝たきり高齢者に共同募金の配分金を活用し援助、支援を

行います。 

   ｱ）ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯を対象にした事業 

 a）シニアいきいきの集いを実施 

     b）一人暮らし高齢者及び高齢者世帯支援事業を実施 

     c）除雪することが困難な世帯に対しての除雪事業の実施 

    ｲ）寝たきり高齢者を対象にした事業 

      a）寝具乾燥事業を実施 

  b）日常生活用品引換券給付事業を実施 

 3) デイサービスが必要とされる方に対し、地域包括支援センターにおいてチックリストを実施し

た中での事業対象者には、町からの受託により、大かや園で総合事業の「通所型サービスＡ」の

提供を実施していきます。 

  ④ 障がい(児)者福祉事業の推進 

 1) ふれあいデイサービス事業を実施して、レクリエーション活動を通して参加者とボランティア

の交流を図ります。 

 2) 障がい者の団体に対し、活動の推進のための経費の助成を行います。 

  ⑤ 幼児・児童福祉事業の推進 

 1) 要保護世帯・準要保護世帯への支援事業を実施します。 

 2) 保育を要する児童のための活動を支援します。 

 3) 乳幼児を持つ母親の相互連携や情報交換のための活動を支援します。 

 4) 児童遊び場を管理点検し、町民の要望に応じて老朽化や活用のない遊び場は撤去の方向で対応し

ます。 

  ⑥ 低所得世帯の援護 

 1) 生活援助資金及び生活福祉資金の周知及び適正な運用を図ります。 

 2) 生活困窮者に対し義援金を配分します。 

 3) 生活困窮者自立支援制度について、町及び民生委員と協力し対応していきます。 

  ⑦ 福祉活動等の支援 

   1) 町内で活動する福祉団体等の活動を支援します。 

   2) ふれあいいきいきサロンの育成と活動を支援し、活動費の一部を助成します。 

 ｱ) サロンの新規開設を促進するための指導援助、コーディネートを推進します。 

 ｲ) サロンの後継者育成と介護予防、健康志向の事業にも取り組みます。 

 ｳ) ふれあいいきいきサロンにおける講師派遣及び「うぶかの郷」を利用した事業を助成します。 

 ｴ) 子育てサロンに対し、活動の推進のため配分金を交付します。 

 ｵ) ふれあい館の維持管理・利活用と運営を支援します。 

 ⑧ 社会福祉事業の周知 

   1) 広報紙「社協だより」を年４回発行し、社協事業の町民への周知と紙面の充実を図ります。 

   2) ホームページを随時更新し、情報公開に努めます。 

   3) 地域福祉向上のための、啓発事業としての講演会を実施します。 

   4) 社協事業の公開のため、決算計算関係書類及び財産目録等を閲覧できるよう事務所に備えおきま

す。 



  ⑨ 福祉総合相談所の開設 

    福祉全般にかかる相談及び苦情を処理するため、福祉総合相談所を開設します。 

 1) 相談事務の常設 広く福祉に関する相談及び苦情を受け付け、必要に応じ関係機関、弁護士と

の連携を図り処理します。 

 2) 法律相談日の開催 毎月１回、４地区の公民館で順次に弁護士による相談日を開催します。 

  ⑩ 苦情処理の対応 

    福祉事業に対する苦情、要望などを受け付け対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者

及び委員（５名）を設置し、早急な苦情解決を図ります。また客観的な立場で解決を図るために第

三者委員（３名）を配置します。 

 ⑪ 権利擁護事業 

   1) 判断力の不十分な方に対し、福島県社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業（あんし

んサポート）の利用を推進します。 

   2) 町長申し立てにより被後見人･被保佐人･被補助人の審判を受けた町民のうち、後見人･保佐人･

補助人となり得る親族等がいない町民に対し、本会が法人後見人として後見業務を行います。 

 ４ 災害対策事業 

  ① 災害発生時の対応 

    災害が発生したときは、日本赤十字社桑折町分区及び関係機関と連携して対応していくとともに、

町と協議して必要に応じ災害ボランティアセンターを設置し、福祉避難所が設置された場合、赤十

字奉仕団、ボランティアの参加協力のもと速やかに支援していきます。 

 ② 被災者の支援 

 災害公営住宅（復興住宅）に避難している浪江町民との交流事業を通じ、コミュニティ構築と避

難者の生活再建を支援していきます。 

 ５ 地域包括支援センターの運営 

 町から運営を受託し、高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるようにするとと

もに、町の介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の整備に向けた取り組みを推進します。ま

た、地域ネットワーク会議、個別ケア会議を開催し、介護事業所や各機関との情報交換や勉強会、地

域の課題の抽出を行います。地域包括ケアシステムの推進に向け、ネットワークの構築と支え合いの

体制づくりを進めます。 

 ① 総合相談支援業務の実施 

  1) 高齢者の不安・介護・健康・生活・福祉に関する相談を受け付けます。 

  2) 介護保険や介護サービス利用についての説明や要介護認定申請を代行します。 

 ② 介護予防事業の実施 

  1) 軽度の方には、チェックリストを実施し、該当する方には介護予防サービス計画作成・介護予

防ケアマネジメントを支援します。 

  2) 介護予防計画の原案を作成します。 

  3) 町の介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の推進に協力し、地域の多様な主体を利用

して高齢者を支援します。 

  4) 介護予防いきいき百歳体操を推進します。 

 ③  認知症に対応する事業 

  1) 個別相談の実施 

    2) 認知症カフェの運営 

    3) 認知症サポーター養成講座の実施 



    4) その他、認知症に関する事業の実施 

 ④ 虐待の防止及び早期発見、その他権利擁護のために必要な事業の実施 

  1) 民生委員、人権擁護委員等との情報共有と連携を図り、家庭内虐待や介護放棄の防止と人権の

保護に努めます。 

  2) 日常生活自立支援事業（あんしんサポート）、後見人制度等の周知啓発活動を推進します。 

  3) 関係機関と連携を図りながら消費者被害の相談、被害予防の啓発にあたります。 

  ⑤ 家族介護者交流事業（町受託事業） 

   家族介護者相互の交流を通し、心身ともにリフレッシュ化を図ります。 

 ６ 介護保険事業 

 一 経営基盤の安定化を図るため、各事業において利用率の向上と業務の効率化に努めます。 

 二 利用者の人権を尊重し、満足度の高い介護サービスの提供に努めます。 

 三 職員の資質と介護レベルの向上を図り、利用者の介護の充実に努めます。 

 四 利用者及び各種加算等の増を図り、介護保険事業の経営改善に努めていくとともに、人材確保の

ため職員の処遇の改善を図っていきます。 

   ① 居宅介護サービスの提供 

 1) 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

 入浴をはじめとする身体の保清、排泄、食事の介助その他生活全般にわたる援助を行います。      

 なお、介護保険外の外出時の付き添い、見守り、生活援助(炊事、掃除、買い物)等の自費サ

ービスの提供を実施していきます。 

 2) 通所介護（デイサービス） 

 ２ヵ所（やすらぎ園、大かや園）の指定通所介護事業所を利用者の状況に応じて、入浴・排

泄・食事等の介助、レクリエーションを通しての機能回復を図り、土曜日、祝祭日を含めた週

６日対応で行います。また、やすらぎ園デイサービスセンターについては、リハビリ等を実施

することによる身体機能の回復・生活全般にわたる援助を進めております。大かや園デイサー

ビスセンターについては、地域密着型のため地域との連携を図っていくよう年２回運営推進会

議を開催し、今年度４月１日よりは、個別機能訓練の対応を進めていきます。 

 また、介護事業として、リハビリ特化型・半日デイサービス「やすらぎデイサテライトもん

も」の運営（営業日：水曜日を除く月曜日から土曜日）を昨年６月より開始していますが、ス

タッフの充実を図り定員増を進めていきます。(定員、半日８人から 10人) 

 ② 居宅介護の支援（ケアプランの作成） 

  ｱ) 高齢者の実態を把握し、適切な情報を提供して居宅サービス計画の原案を作成します。 

    ｲ) 病院、地域包括支援センター、サービス事業所等との情報の共有を図り、より良いサービス

の提供に向け連携を密にしていきます。 

    ｳ) 必要に応じ、地域包括支援センターから委託を受けて、利用者の自立を支援する介護予防計

画の原案を作成します。                                                

   ③ 居宅介護予防サービスの提供 

     町が実施する要支援者の方と事業対象者への介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の

提供に協力していきます。 

 1) 介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防訪問介護相当サービス） 

 要支援と認定された方と事業対象者に対して、本人が自力で家事等を行うことが困難な場合

で、かつ家族の支援や他の福祉施設等のサービスが利用できない場合にサービスを提供します。 

 なお、介護保険外の外出時の付き添い、見守り、生活援助（炊事、掃除、買い物）等の自費



サービスを提供します。 

 2) 地域支え合い事業 

   生活援助サービスが介護保険での利用が制限されていく中で、住民同士の支え合い事業(ゴ

ミ出し、清掃、買物、調理、洗濯等)の立ち上げが、町として求められてきております。町は

福祉団体、町内会、民生委員、老人クラブ、婦人会等を対象として、地域で支え合う仕組みづ

くり勉強会や生活支援体制整備事業に向けた協議体の設立を進めてきておりましたが、住民主

体の支え合い事業の設置までとはなっておりません。その中で社会福祉協議会としては、もん

も館の日曜日に実施している「元気シニアクラブ」の運営において、社会福祉協議会職員等に

よる有償ボランティア制度を参考にして、町と協力して町民から広く有償ボランティアを募集

し、ボランティアセンターで登録をしてもらうことで事業に協力できる町民を確保して、一人

暮らしの高齢者等からの要望に応じていくことができる有償ボランティア制度を今年度中に

設立していく方針であります。 

 3) 介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防通所介護相当サービス） 

 ２ヵ所（やすらぎ園、大かや園）の指定通所介護事業所において、要支援者の方と事業対象

者に対し各市町村の指定を受け介護給付の利用者と同様に予防給付の対象者の状況に応じて、

土曜日、祝祭日を含めた週６日対応で行います。また、大かや園は地域密着型のデイサービス

のため年２回運営推進会議を開催し、今年度４月１日よりは、個別機能訓練の対応を進めてい

きます。 

 次に、介護予防事業としてリハビリ特化型・半日デイサービス「やすらぎデイサテライトも

んも」の運営（営業日：水曜日を除く月曜日から土曜日）を昨年 6 月より開始していますが、

スタッフの充実を図り定員増を進めていきます。(定員、半日 8人から 10人) 

4) 総合事業(通所型サービスＡ・緩和した基準によるサービス) 

   町から委託を受け大かや園において実施している生きがいデイサービスについては、発展 

  的解消をした中で総合事業の「通所型サービスＡ型」(緩和した基準によるサービス)とし、

町より委託を受けて実施していきます。 

    ④ より良いサービスを提供するための改善事業 

    1) 町内社会福祉法人や各介護施設・事業所との連携による地域福祉介護の充実を図る定期的な

代表者連絡会議を開催します。 

    2) 利用者の意見・要望聴取のためのアンケート調査を実施します。 

    3) 利用者に喜んでもらえるよう、誕生月に花等のプレゼントを実施します。 

 ７ 障害福祉サービス事業 

   障害者総合支援法に基づき、介護の必要な障がい者等（身体障がい者・知的障がい者・精神障がい

者・難病等対象者）に対し居宅介護（ホームヘルプサービス）を提供します。 

 ８ 社会福祉協議会の自主財源確保による地域福祉事業の推進 

   全国的に社会福祉協議会の介護事業が、報酬切り下げ等により厳しい経営が続いています。 

   そのため、社会福祉協議会の新たなサービス事業の展開や法人、篤志者等のご理解ご協力をいただ

きながら自主財源の確保に努め、住民に寄り添った地域福祉活動を進めます。 

   昨年度において、特定財源のご遺志基金を活用して介護予防マシンを導入した「やすらぎデイサテ

ライトもんも」において、介護保険事業リハビリ特化型・半日デイサービスとして運営していくこと

により、介護予防を図り健康寿命の延伸に努めております。 

   毎週水曜日には「介護予防健康教室」として、町と地域包括支援センターとの連携により、いきい

き百歳体操、介護予防講座、健康教室等に活用していくとともに、毎週日曜日は、「元気シニアクラ



ブ」としておおむね 55 歳以上の桑折町民、浪江町民の交流の場の設置と健康維持増進等のため開放

しております。なお、「元気シニアクラブ事業」の日曜日の開放日については、社協職員等の有償ボ

ランティアの協力、管理運営を行っており、社会福祉協議会の地域貢献事業と位置づけしております。 

 9 社会福祉充実計画 

 毎年度決算において、社会福祉充実残額が発生した場合の使途については、第一順位の社会福祉事

業として職員給与等の増額、一時金の支給及び新規事業開設に伴う人材の雇用並びに施設・設備の整

備に充当する方針でおりますが、社会福祉事業の用に供している土地・建物を所有していない社協に

おいては、社会福祉充実残額は生じないものとされております。 

 従いまして、現時点では、社会福祉充実計画は策定しておりません。 


